
第２回
大淀川水系水防災意識社会再構築協議会

・平成２９年 被災状況確認
・早急に実施する取組（タイムライン・ホットライン）の
活用状況について
・水防法改正に伴う規約の改正について
・｢水防災意識社会再構築ビジョン｣に基づく大淀川流域県管理区
間の減災に係る取組方針の設定について

・大淀川下流、上流の減災に係る取組方針の一部改定について
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平成２９年 被災状況確認
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平成29年10月28日～29日 台風第22号

【気象概況】
平成29年10月24日15時にマリアナ諸島近海で発生した台風
第22号は、北西へ進んだ後27日に北よりに進路を変えて次第
に勢力を強めながら28日に沖縄本島を通過した。
その後、進路を北北東に変えて奄美群島に沿って北上し、29
日に種子島付近を北東進後、四国沖を東北東に進み、
30日0時に三陸沖で温帯低気圧に変わった。
宮崎に最も接近した29日朝の勢力は中心の気圧が975hpa
中心付近の最大風速は30m/sであった

【降雨状況】
宮崎県では、台風からの湿った気流の影響で27日午後から
雨が降り始め、南部平野部では28日午後から29日朝にかけて
局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降って大雨となった。

【河川の状況】
大淀川水系の加江田川（第一竹ノ内橋）、八重川（両国橋）の２河川で氾濫危険水位を超過した。

特に赤江（宮崎市）では28日18時14分までの１時間に98.0mmの猛烈な雨を観測し、日降水量は
観測史上1位となる391.0mmを観測した他、油津（日南市）では10月の１位となる237.0mmを観測し
た。

【土砂災害の状況】
宮崎市の一部において、土砂災害危険度レベル３に到達した。

【被害の状況】
宮崎市において全壊を含む家屋損壊が6棟、家屋浸水117棟（床上21棟、床下96棟）が発生した。
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早急に実施する取組の活用状況
（タイムライン・ホットライン）
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早急に実施する取組（タイムライン）

想定される災害事象に対して、「いつ」、「誰が」、「何をするのか」を、あらかじめ時系列で
整理した防災行動計画（タイムライン）を作成し運用した。

洪水対応タイムライン 土砂災害対応タイムライン

台風第18号、台風第22号等において、各機関がタイムラインにのっとり防災行動を行った。

本市では従来から、地域防災計画に示している職員の配備や避難に関する情
報の発令等の対応を、気象台や、宮崎県総合河川砂防情報システムによる情報
などを活用し行っている。

タイムラインにはこれらの内容のほか、他機関の対応内容等を示していることか
ら、全体の動きを確認するためのものとして、今後も引き続き活用していきたい。

【運用状況】

【運用に対する意見】

宮崎市
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早急に実施する取組（ホットライン）

避難に関する情報の発表が適切に行えるよう、気象情報や河川の水位情報、土砂災害
警戒情報等を発令者等に直接電話により伝達するホットラインを構築し運用した。

宮崎県 市町村防災部局
発令者
（首長）

避難勧告等
発令

電話等によるホットライン

専用回線やメール、FAX等による伝達

河川の水位情報
土砂災害警戒情報

気象台
発令者
（首長）

気象警報等の発表
今後の予測情報

避難勧告等
発令

電話等によるホットライン※

※ 通常は担当者レベル、必要に応じて管理職レベル
緊急時に台長～首長レベル
自治体側からの問い合わせにも随時対応

市町村防災部局

防災情報提供システムやメールによる伝達
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ホットライン（気象台）

台風第18号における運用状況

発信 受信 日 時 伝達内容

気象台

宮崎市

9/16

03:15 警報の連絡と見通し

宮崎市 03:55 土砂災害警戒情報の見通し

宮崎県
危機管理

03:55 土砂災害警戒情報の見通し

宮崎県
危機管理

21:55 警報の連絡と見通し

宮崎市 21:59 警報の連絡と見通し

宮崎市

9/17
03:55 土砂災害警戒情報の見通し

宮崎県
危機管理

03:57 土砂災害警戒情報の見通し

※ 大淀川流域（県、都城市、三股町、小林市、高原町、宮崎市、国富町、綾町）
自治体側からの問い合わせは除く
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ホットライン（気象台）

台風第22号における運用状況

発信 受信 日 時 伝達内容

気象台

宮崎市

10/28

16:10 警報の連絡と見通し

宮崎県
危機管理

16:40 土砂災害警戒情報の見通し

宮崎市 16:45 土砂災害警戒情報の見通し

宮崎市 17:02 土砂災害警戒情報の見通し

宮崎県
危機管理

17:05 警報の連絡と見通し

宮崎市 20:40 管理職レベルでの土砂災害の危険度格子の解説

※ 大淀川流域（県、都城市、三股町、小林市、高原町、宮崎市、国富町、綾町）
自治体側からの問い合わせは除く
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ホットライン（宮崎県）

台風第18号における運用状況

発信 受信 日 時 伝達内容

宮崎土木
事務所長

宮崎市
危機管理
局長

9/16

2:52 第一竹ノ内橋観測所（加江田川）において避難判断水位を超過

3:42 第一竹ノ内橋観測所（加江田川）において氾濫危険水位を超過

4:07 土砂災害警戒情報の発表

4:50 市内の一部地域で土砂災害警危険度３に到達

7:38 両国橋水位観測所（八重川）において避難判断水位を超過

7:58 両国橋水位観測所（八重川）において氾濫危険水位を超過

9/17

4:15 土砂災害警戒情報の発表

4:38 市内の一部地域で土砂災害警危険度３に到達

5:15 第一竹ノ内橋観測所（加江田川）において避難判断水位を超過

高岡土木
事務所
管理担当
主幹

宮崎市
高岡総合
支所長

9/17 5:20 土砂災害警戒情報の発表
市内の一部地域で土砂災害警危険度３に到達

8



ホットライン（宮崎県）

台風第22号における運用状況

運用に対する意見

発信 受信 日 時 伝達内容

宮崎土木
事務所

工務課長

宮崎市
危機管理
局長

10/28

15:51 第一竹ノ内橋観測所（加江田川）において避難判断水位を超過

技術次長

16:35 市内の一部地域で土砂災害警危険度2に到達

17:13 第一竹ノ内橋観測所（加江田川）において氾濫危険水位を超過

17:36 市内の一部地域で土砂災害警危険度３に到達

18:00 両国橋水位観測所（八重川）において避難判断水位を超過

20:31 両国橋水位観測所（八重川）において氾濫危険水位を超過

10/29 2:45 第一竹ノ内橋観測所（加江田川）において避難判断水位を超過

宮崎市

本市では従来から、地域防災計画に示している職員の配備や避難に関する情
報の発令等の対応を、気象台や、宮崎県総合河川砂防情報システムによる情報
などを活用し行っている。

そのうえで、今回のホットラインは、時期を失することなく避難に関する情報の発
令等を行う一助となったことから、今後も引き続き活用していきたい。
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水防法改正に伴う規約の改正ついて
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水防法の改正について

水防法等の一部を改正する法律（平成29年法律31号） 施行：平成29年6月19日

大規模氾濫減災協議会制度の創設

国及び都道府県知事は、多様な関係者が連携して大規模氾濫に対する減災対

策をハード・ソフト両面から総合的・一体的に推進するため、洪水予報河川・水位周
知河川について、大規模氾濫減災協議会を組織（国協議会は必置、都道府県協議会は任意）

○

○

水防法

国土交通大臣は、第十条第二項又は、第十三条第一項に規定により指定した
河川について、想定最大規模降雨により当該河川が氾濫した場合の水災による
被害の軽減に資する取組を総合的かつ一体的に推進する為の協議を行う協議
会を組織するものとする。

第十五条の九

第十五条の十
都道府県知事は、第十一条第一項又は、第十三条第二項に規定により指定し
た河川について、想定最大規模降雨により当該河川が氾濫した場合の水災によ
る被害の軽減に資する取組を総合的かつ一体的に推進する為の協議を行う協
議会を組織することができる。

大規模氾濫減災協議会では、「水害対応タイムライン」の作成・点検、ICTを活
用した災害情報の共有強化等について協議。協議結果には尊重義務。

※ICT：情報通信技術
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水防災意識社会再構築ビジョン協議会の改組
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規約改正（案）

改正前 改正後

（名称）
第１条 本協議会は、大淀川水系水防災意識社会再構築協議会
（以下「協議会」という。）と称する。

第２条～第９条 ［略］

（附則）
第１０条 本規約は、平成２８年６月１日から施行する。

本規約は、平成２９年６月２日から施行する。

（設置）
第１条 水防法（昭和24年法律第193号）第15条の9に基づく大
規模氾濫減災協議会及び第15条の10に基づく都道府県大規模
氾濫減災協議会として、「大淀川水系水防災意識社会再構築
協議会」（以下「協議会」という。）を設置する。

（附則）
第１０条 本規約は、平成２８年６月１日から施行する。

本規約は、平成２９年６月２日から施行する。
本規約は、平成２９年１２月１８日から施行する。

○水防法に基づく協議会へ改組するため、第１条を改正する。

○改正に伴い附則に施行日を追加する。
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｢水防災意識社会再構築ビジョン｣に基づく
大淀川流域県管理区間の減災に係る取組方針

の設定について
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大淀川流域県管理区間の取組方針設定について

■減災に関わる取組方針

●大淀川下流の減災に係る取組方針 （H28.8.31策定）

●大淀川上流の減災に係る取組方針 （H28.8.31策定）

●大淀川流域県管理区間の減災に係る取組方針（案） （今回策定）

取組方針策定の方向性

平成１７年９月台風第１４号の被害を受け、とりまとめられた｢水害に強い地域
づくりのあり方（提言）｣に基づき課題の整理、目標の設定を行う。

宮崎県独自の取組として、本協議会において土砂災害への対策についても
検討するとしていることから、土砂災害に係る取組についても設定する。

平成29年6月に改正された水防法において、要配慮者利用施設について、
避難確保計画の策定及び避難訓練の実施が義務化されたことから、これらを
推進する取組についても設定するものとする。

※大淀川圏域市町の土砂災害に係る取組についても設定する。
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大淀川下流、上流の減災に係る取組方針
一部改定について
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改定趣旨

平成29年6月に改正された水防法において、要配慮者利用施設について、

避難確保計画の策定及び避難訓練の実施が義務化されたことなどをうけ

これらを推進する取組について追加設定するもの。
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